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令和元年度

司法修習生指導担当者協議会（第1回）出席者名簿
※外字を含む氏名の方につき，一般的な漢字の表記にさせていただきました。御了承ください。

司法研修所



1

庁 名 官職 担当 氏 名 フリガナ 備 考

静岡地方裁判所 判 事 民事 増田吉則 マスダヨシノリ 48期

〃 〃 刑事 伊東 顕 イトウアキラ 43期〃

静岡地方検察庁 検 事 北薗信孝 キタゾノ ノブタカ 48期

大阪地方裁判所 判 事 民事 谷 有恒 ダニユウコウ 44期

〃 〃 刑事 渡部市郎 ワタナベイチロウ 48期

大阪地方検察庁 検 事 尾関利
一 オゼキノリカズ 49期

大阪弁護士会 弁護士 山岸正和 ヤマギシマサカズ 52期

京都地方裁判所 判 事 民事 島崎邦彦 シマサキクニヒコ 48期

〃 〃 刑事 入子光臣 イリコ ミツオミ 49期

京都地方検察庁 検 事 山上真由美 ヤマガミマユミ 48期

京 都弁護士会 弁護士 日下部和弘 クサカベカズヒロ 44期

神 戸 地方裁判所 判 事 民事 齋藤 聡 サイトウアキラ 47期

〃 〃 刑事 川上 宏 カワカミ ヒロシ 47期

神 戸 地方検察庁 検 事 石飛大輔 イシトピダイスケ 55期

兵庫県弁護士会 弁護士 鈴木
凸 二

品 スズキ リョウ 54期

奈良地方裁判所 判 事 民事 島岡大雄 シマオカ ヒロオ 45期

〃 〃 刑事 岩崎邦生 イワサキクニタカ 48期

奈良地方検察庁 検 事 山上富蔵 ヤマガミ トミゾウ 48期

奈良弁護士会 弁護士 中村吉孝 ナカムラ ヨシタカ 52期

大津地方裁判所 判 事 民事 西岡繁靖 ニシオカシゲヤス 48期

〃 〃 刑事 大西直樹 オオニシナオキ 47期

大津地方検察庁 検 事 局● 橋和人 タカハシマサト 46期

滋賀弁護士会 弁護士 中井陽
一 ナカイ ヨウイチ 57期

和歌山地方裁判所 判 事 民事 伊丹 恭 イタミ ヤスシ 48期

〃 〃 刑事 武田 正 タケダタダシ 49期

和歌山地方検察庁 検 事 藤川浩司 フジカワ ヒロシ 46期

和歌山弁護士会 弁護士 大谷惣
一 オオタ 一一

口
ソウイチ 56期

津地方裁判所 判 事 民事 鈴木幸男 スズキユキオ 47期

〃 〃 刑事 田中伸
一 タナカシンイチ 49期

津地方検察庁 検 事 吉野太人 ヨシノ タイジン 49期

三重弁護士会 弁護士 －
８ 川敬司 イチカワケイジ 63期

福井地方裁判所 判 事 民事 武宮英子 タケミヤヒデコ 48期

〃 〃 刑事 渡邉史朗 ワタナベシロウ 54期

福井地方検察庁 検 事 中山博晴 ナカヤマヒロハル 51期

福井弁護士会 弁護士 神田芳和 カンダヨシカズ 59期

広島地方裁判所 判 事 民事
二二

局 島義行 タカシマヨシユキ 49期

〃 〃 刑事 安藤範樹 アンドウ ノリキ 44期

広島地方検察庁 検 事 橋本 晋 ハシモト シン 47期

広島弁護士会 弁護士 大松洋
一
一 オオマツ ヨウジ 45期

山口地方裁判所 判 事 民事 福井美枝 フクイ ミエ 44期

〃 〃 刑事 井野憲司 イノケンジ 52期

山口地方検察庁 検 事 及川京子 オイカワキョウコ 52期

山口県弁護士会 弁護士 額田康孝 ヌカダヤスタカ 65期

岡山地方裁判所 判 事 民事 田中俊行 タナカ トシユキ 49期

〃 〃 刑事 倉成 章 クラナリ アキラ 54期

岡山地方検察庁 検 事 池田宏行 イケダヒロユキ 48期

岡山弁護士会 弁護士 吉岡康祐 ヨシオカコウスケ 42期
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庁 名 官職 担当 氏 名 フリガナ 備 考

鳥取地方裁判所 判 事 民事 大野祐輔 オオノユウスケ 52期

〃 〃 刑事 荒木未佳 アラキ ミカ 51期

鳥取地方検察庁 検 事 向 洋伸 ムカイ ヒロノブ 53期

鳥取県弁護士会 弁護士 谷口麻有子 タニグチ -マユコ 61期

松江地方裁判所 判 事 民事 堀部
■ 二

売一 ホリベリョウイチ 49期

〃 ‘ 〃 刑事 本村曉宏 モトムラアキヒロ 53期

松江地方検察庁 検 事 三井田 守 ミイダマモル 53期

島根県弁護士会 弁護士 熱田雅夫 アツタマサオ 46期

福岡地方裁判所 判 事 民事 立川 毅 タチカワタケシ 46期

〃 〃 刑事 溝國禎久 ミゾクニヨシヒサ 44期

福岡地方検察庁 検 事 樋口正行 ヒグチマサユキ 47期

福岡県弁護士会 弁護士 多川
一

成 タガワカズナリ 45期

佐賀地方裁判所 判 事 民事 達野ゆき タツノユキ 50期

〃 〃 刑事 今泉裕登 イマイズミ ヒロト 49期

佐賀地方検察庁 検 事 奥野 博 オクノ ヒロシ 54期

佐賀県弁護士会 弁護士 松尾弘志 マツオヒロシ 44期

長崎地方裁判所 判 事 民事 武田瑞佳 タケダミカ 49期

〃 〃 刑事 小松本 卓 コマツモト タク 48期

長崎地方検察庁 検 事 廣澤英幸 ヒロサワ ヒデユキ 51期

長崎県弁護士会 弁護士 梶村龍太 カジムラ リュウタ 51期

大分地方裁判所 判 事 民事 佐藤重憲 サトウシゲノリ 46期

〃 〃 刑事 有賀貞博 アリガサダヒロ 50期

大分県弁護士会 弁護士 渡辺耕太 ワタナベコウタ 48期

熊本地方裁判所 判 事 民事 小野寺優子 オノデラ ユ ウ ． 47期

〃 、 〃 刑事 松藤和博 マッフジカズヒロ 40期

熊本地方検察庁 検 事 江口昌英 エグチマサヒデ 50期

熊本県弁護士会 弁護士 辻上友男 ツジガミ トモオ 64期

鹿児島地方裁判所 判 事 民事 日景 聡 ヒカゲサトシ 49期
●

〃 〃 刑事 岩田光生 イワタ ミツオ 47期

鹿児島地方検察庁 検 事 遠藤裕介 エンドウユウスケ 51期

鹿児島県弁護士会 弁護士 山口大観 ヤマグチヒロミ 新62期

宮崎地方裁判所 判 事 民事 小田島靖人 オダジマヤスト 46期

〃 〃 刑事 福島恵子 フクシマケイコ 48期

宮崎地方検察庁 検 事 久家健志 クガタケシ 50期

宮崎県弁護士会 弁護士 西田隆
一
一 ニシダ リュウジ 43期

那覇地方裁判所 判 事 民事 山口和宏 ヤマグチカズヒロ 49期

〃 〃 刑事 大橋弘治 オオハシコウジ 54期

那覇地方検察庁 検 事 児玉陽介 ． ダ三マ ヨウスケ 48期

沖縄弁護士会 弁護士 田島啓己 タジマヒロキ 54期
今 二

局 松地方裁判所 判 事 民事 森實将人 モリザネマサト 42期

〃 〃 刑事 三上孝浩 ミカミ タカヒロ 48期

高松地方検察庁 検 事 今村智仁 イマムラ トモヒト 48期

香川県弁護士会 弁護士 滝口耕司 タキグチ ． ウジ 56期

徳島地方裁判所 判 事 民事 川畑公美 カワバタ クミ 43期

〃 〃 刑事 坂本好司 サカモト ． ウジ 50期

徳島地方検察庁 検 事 花輪
一

義 ハナワカズヨシ 52期

徳島弁護士会 弁護士 堀井秀知 ホリイ ヒデトモ 51期
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庁 名 官職 担当 氏 名 フリガナ 備 考

高知地方裁判所 判 事 民事 西村 修 ニシムラオサム 51期

〃 〃 刑事 吉井広幸 ヨシイ ヒロユキ 43期

高 知地方検察庁 検 事 宮下 浩 ミヤシタ ヒロシ 62期

高 知弁護士会 弁護士 田所大祐 タドコロダイスケ 53期

松山地方裁判所 判 事 民事 梅本幸作 ウメモト ． ウサク 49期

〃 〃 刑事 末弘陽
一

スエヒロ ヨウイチ 49期

松山地方検察庁 検 事 海津祐司 カイヅ ユ ウジ 52期

愛媛弁護士会 弁護士 河野康之 ． ウノヤスユキ 58期

日本弁護士連合会

(第二東京弁護士会）

日弁連司法修習
委員会委員長

三森 仁 ミツモリ サトル 45期

所 長 永野厚郎 ナガノアツオ 35期

教官 （ 判事） 民事裁判担当 松本利幸 マツモト トシユキ 42期

〃 〃 徳増誠
一 トクマスセイイチ 49期

〃 刑事裁判担当 遠藤邦彦 エンドウクニヒコ 41期

〃 〃 佐藤弘規 サトウ ヒロノリ 48期

教官 （検事） 検察担当 石山宏樹 イシヤマヒロキ 46期

〃 〃 ． 渡邊ゆ り ワタナベユリ 48期

教官 （弁護士） 民事弁護担当 山口卓男 ヤマグチタクオ 49期

〃 〃 神原千郷 カンパラチサト 50期

〃 刑事弁護担当 古田 茂 フルタシゲル 49期

〃 、 〃 金谷達成 カナヤタツナリ 50期

事 務 局 長 染谷武宣 ソメヤタケノブ 46期

事務局 次長 池野 仁 イケノ ヒトシ

事務局所付
● =

局 櫻慎平 タカザクラシンペイ 新61期
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庁 名 官職 担当 氏 名 フリガナ 備 考

東京地方裁判所 判 事 民事 中園浩一郎 ナカゾノ コウイチロウ 45期

〃 、 〃 民事 鈴木謙也 スズキケンヤ 46期

〃 〃 刑事 小森田恵樹 コモリダケイキ 44期

〃 〃 刑事 佐々木
一 夫 ササキカズオ 45期

東京地方裁判所立川支部 〃 民事 三浦隆志 ミウラタカシ 42期

〃 〃 刑事 野口佳子 ノグチヨシコ 44期

東京地方検察庁 検 事 熊澤貴士 クマザワアツシ 50期

〃 〃 梅田健史 ウメダタケシ 53期

東京地方検察庁立川支部 〃 中山
一 郎 ナカヤマイチロウ 47期

東 京 弁護士会 弁護士 進士 肇 シンジハジメ 45期

第
一 東京弁護士会 〃 那須健人 ナスタケト 48期

第
一

一 東京弁護士会 〃 松本公介 マツモト コウスケ 56期

東京三弁護士会多摩支部（東弁） 〃 土橋 実 ドバシ ミノル 46期

横浜地方裁判所 判 事 民事 長谷川浩
一

一 ハセガワ ． ウジ 41期

〃 〃 刑事 景山太郎 カゲヤマタロウ 45期

横浜地方検察庁 検 事 大森美穂 オオモリ ミホ 60期

神奈川県弁護士会 弁護士 池本康次 イケモト ． ウジ 56期

さいたま地方裁判所 判 事 民事 岡部純子 オカベジュンコ 43期

〃 〃 刑事 河村俊哉 カワムラ トシヤ 45期

さいたま地方検察庁 検 事 松井 玲 マツイ レイ 61期

埼玉弁護士会 弁護士 松本輝夫 マツモト テルオ 37期

千葉地方裁判所 判 事 民事 内野俊夫 ウチノ トシオ 45期

〃 〃 刑事 小池健治 コイケケンジ 47期

千葉地方検察庁 検 事 長谷川 薫 ハセガワカオル 61期

千葉県弁護士会 弁護士 村上典子 ムラカミ ノリコ 42期

水 戸 地方裁判所 判 事 民事 岡田伸太 オカダノブヒロ 45期

〃 〃 刑事 寺澤真由美 テラサワマユミ 47期

水 戸 地方検察庁 検 事 早高宏平 ハヤタカコウヘイ 65期

茨城県弁護士会 弁護士 望月直美 モチヅキナオミ 53期

宇都宮地方裁判所 判 事 民事 河本晶子 カワモト アキコ 44期

〃 〃 刑事 岡田健彦 オカダタケヒ ． 46期

宇都宮地方検察庁 検 事 眞田寿彦 サナダ トシヒコ 47期

栃木県弁護士会 弁護士 近藤峰明 コンドウ ミネアキ 49期

前橋地方裁判所 判 事 民事 菅家忠行 カンケタダユキ 43期

〃 〃 刑事 國井恒志 クニイ コウシ 46期

前橋地方検察庁 検 事 上村 正 カミムラタダシ 57期

群馬弁護士会 弁護士 久保田寿栄 クボタ トシシゲ 50期

静岡県弁護士会 弁護士 山本正幸 ヤマモト マサユキ 51期

甲府地方裁判所 判 事 民事 鈴木順子 スズキジュンコ 44期

〃 〃 刑事 横山泰造 ヨコヤマタイゾウ 46期

甲府地方検察庁 検 事 河原将
一 カワハラショウイチ 48期

山梨県弁護士会 弁護士 田邊 護 タナベマモル 38期

長野地方裁判所 判 事 民事 真辺朋子 マナベ トモコ 47期

〃 〃 刑事 室橋雅仁 ムロノ､シマサヒト 49期

長野地方検察庁 検 事 嶋村 勲 シマムライサオ 48期

長野県弁護士会 弁護士 田下佳代 タシタカヨ 42期

新潟地方裁判所 判 事 民事 菅野正二朗 カンノ ショウジロウ 43期

〃 〃 刑事 山崎 威 ヤマザキタケシ 49期

新潟地方検察庁 検 事 川上 高 央 カワカミ タカオ 64期

新潟県弁護士会 弁護士 鶴巻浩憲 ツルマキヒロノリ 60期
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庁 名 官職 担当 氏 名 フリガナ 備 考

名古屋地方裁判所 判 事 民事 桃崎 剛 モモサキツヨシ 48期

〃 〃 刑事 神田大助 カンダダイスケ 47期

名古屋地方検察庁 検 事 川獺雅彦 カワセマサヒコ 46期

愛知県弁護士会
ゆ

弁護士 長谷川ふき子 ハセガワフキコ 51期

岐阜地方裁判所 判 事 民事 池町知佐子 イケマチチサコ 45期

〃 〃 刑事 出口博章 デグチヒロアキ 50期

岐阜地方検察庁 検 事 小島 健 コジマケン 52期

岐阜県弁護士会 弁護士 栗山 知 クリヤマサトル 46期

金沢地方裁判所 判 事 民事 加島滋人 カシマシゲヒト 44期

〃 〃 刑事 大村陽
一 オオムラ ヨウイチ 51期

金沢地方検察庁 検 事 森 博英 モリ ヒロヒデ 50期

金沢弁護士会 弁護士 長原 悟 ナガハラサトル 52期

富山地方裁判所 判 事 民事 和久田道雄 ワクダ ミチオ 44期

〃 〃 刑事 大村泰平 オオムラタイヘイ 50期

富山地方検察庁 検 事 和田文彦 ワダフミヒコ 50期

富山県弁護士会 弁護士 串田光成 クシタ ミツナリ 65期

大分地方検察庁 検 事 中田光治 ナカタ コウジ 51期

仙台地方裁判所 判 事 民事 村主隆行 スグリ タカユキ 48期

〃 〃 刑事 江口和伸 エグチカズノブ 50期

仙台地方検察庁 検 事 児嶋隆司 コジマタカシ 49期

仙台弁護士会 弁護士 赤石圭裕 アカイシキヨヒロ 新64期

福島地方裁判所 判 事 民事 遠藤東路 エンドウ トウル 47期

〃 〃 刑事 柴田雅司 シバタマサシ 50期

福島地方検察庁 検 事 望月栄里子 モチヅキ エ リ ． 50期

福島県弁護士会 弁護士 菅野昭弘 スガノアキヒロ 46期

山形地方裁判所 判 事 民事 貝原信之 カイハラ ノブユキ 41期

〃 〃 刑事 兒島光夫 コジマ ミツオ 51期

山形地方検察庁 検 事 水上嘉寛 ミズカミ ヨシヒロ 52期

山形県弁護士会 弁護士 及川善大 オイカワ ヨシヒロ 64期

盛岡地方裁判所 判 事 民事 中村 恭 ナカムラキョウ 45期

〃 〃 刑事 加藤
■ 一

品 カトウ リョウ 42期

盛岡地方検察庁 検 事 大 戸 菜月 オオトナツキ 65期

岩手弁護士会 弁護士 桝田裕之 マスダヒロユキ 49期

秋田地方裁判所 判 事 民事 綱島公彦 ツナシマキミヒコ 45期

〃 〃 刑事 杉山正明 スギヤママサアキ 48期

秋田地方検察庁 検 事 上島 大 ウエシマダイ 54期

秋田弁護士会 弁護士 伊勢昌弘 イセマサヒロ 42期

青森地方裁判所 判 事 民事 飯畑勝之 イイハタカツユキ 45期

〃 〃 刑事 古玉正紀 コダママサノリ 52期

青森地方検察庁 検 事 吉武恵美子 ヨシタケエミコ 54期

青森県弁護士会 弁護士 竹本真紀 タケモトマサキ 51期

札幌地方裁判所 判 事 民事 武部知子 タケベ トモコ 48期

〃 〃 刑事 島 戸 純 シマト ジュン 48期

札幌地方検察庁 検 事 市原久幸 イチハラ ヒサユキ 49期

札幌弁護士会 弁護士 荒木健介 アラキケンスケ 50期

函館地方裁判所 判 事 民事 布施雄士 フセユウジ 51期

〃 〃 刑事 榊原 敬 サカキバラ タカシ 55期

函館地方検察庁 検 事 小島健太 コジマケンタ 53期

函館弁護士 弁護士 平井喜
一 ヒライキイチ 57期



参列者

司法研修所
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庁 名 官職 担当 氏 名 フリガナ 備 考

旭川地方裁判所 判 事 民事 湯川克彦 ユカワカツヒコ 48期

〃 〃 刑事 三澤節史 ミサワ タカシ 55期

旭川地方検察庁 検 事 三田村 忍 ミタムラシノブ 54期

旭川弁護士会 弁護士 飯塚正浩 イイヅカマサヒロ 58期

釧路地方裁判所 判 事 民事 鈴木紀子 スズキノリコ 51期

〃 〃 刑事 河畑 勇 カワバタイサム 53期

釧路地方検察庁 検 事 中川知三 ナカガワ トモミ 53期

釧路弁護士会 弁護士 簑島弘幸 ミノシマヒロユキ 57期

日本弁護士連合会

(第二東京弁護士会）

日弁連司法修習
委員会委員長

三森 仁 ミツモリ サトル 45期

所 長 氷 野厚郎 ナガノアツオ 35期

教官 （ 判事 ） 民事裁判担当 松本利幸 マツモト トシユキ 42期

〃 〃 徳増誠
一

トクマスセイイチ 49期

〃 刑事裁判担当 遠藤邦彦 エンドウ クニヒコ 41期

〃 〃 佐藤弘規 サトウ ヒロノリ 48期

教官 （ 検事 ） 検察担当 石山宏樹 イシヤマヒロキ 46期

〃 〃 ‘ 渡邊ゆ り ワタナベユリ 48期

教官 （弁護士） 民事弁護担当 山口卓男 ヤマグチタクオ 49期

〃 〃 神原千郷 カンパラチサト 50期

〃 刑事弁護担当 古．田 茂 フルタシゲル 49期

〃 ． 〃 金谷達成 カナヤタツナリ 50期

事 務 局 長 染谷武宣 ソメヤタケノブ 46期

事 務 局 次 長 池野 仁 イケノ ヒトシ

事務局 所付
■ ＝

局 櫻慎平 タカザクラシンペイ 新61期



令和元年度司法修習生指導担当者協議会

協議事項

1 司法研修所と実務修習庁会との連携について

1年間という短い修習期間において国民の負託に応えることができる法曹を養

成していくためには， 司法研修所と実務修習庁会の連携を高め， より実効的な修

習を行う必要がある。導入修習は，修習開始段階で司法修習生に不足している実

務基礎知識・能力に気付かせるとともに， より効果的・効率的な分野別実務修習

が円滑に征われるようにするという目的で実施されており， また，集合修習は，

実務修習での学修を前提として，実務修習を補完するとともに，体系的で汎用性

のある実務知識・技法を修得させることを目的として実施されている。

このような観点から，実務修習の指導担当者から司法研修所での導入修習又は

集合修習に対する期待・要望としてどのようなものがあるか。特に，導入修習で

の気付きを分野別実務修習での指導や自学自修に活かすためのツールである「導

入修習チェックシート」については，第72期において記載項目や運用の見直し

を行ったが，その活用の実情，効果的と考えられた活用例，活用に当たっての隆

路，次期以降に向けた改善点等について協議したい。

（論点項目）

○導入修習チェックシートの実情と改善点等

○導入修習及び集合修習に対する期待・要望

○その他，司法研修所と実務修習庁会との連携を高める方策

2分野別実務修習の充実方策について

分野別実務修習においては，実務修習ガイドラインに沿った指導の実現が順次

進んでいるものと考えられるが，今後は， これを前提としつつ，更なる修習の質

1



の向上に向け，一層の取組を進める必要があると考えられる。ついては，修習の

充実・改善に向けて， どのような点に指導上の力点を置くべきか， どのような指

導上の工夫が考えられるかについて，以下のような観点にも留意しつつ，協議し

たい。

(1)分野別実務修習における司法修習生の課題

「導入修習チェックシート」により， 司法修習生が導入修習で自ら感じた課

題を分野別実務修習での指導や自学自修に結び付ける取組を開始したところで

あるが，実務修習の指導担当者から見て，分野別実務修習において司法修習生

に多く見られる課題としてどのようなものがあるか。

(2)分野別実務修習における指導上の工夫

実務修習の指導担当者として, (1)を踏まえ， どのような指導や自学自修の

促しが効果的であると考えるか。

（論点項目）

○司法修習生に見られる課題の状況

○分野別実務修習における効果的な指導

・ 指導内容における工夫・改善（指導上の力点の置き方の見直しを含

む。 ）

． 指導方法における工夫・改善

・ 工夫・改善を図る上での陸路等

以上

2



資料目録

（事務局長説明関係）

1 第71期集合修習A班カリキュラムの概要

2 第71期集合修習B班カリキュラムの概要

3 第72期修習日程

4 第72期導入修習カリキュラムの概要

5 第72期A班集合修習日程予定表

6 第72期B班集合修習日程予定表

7 導入修習に関するアンケート集計結果（第72期）

8 導入修習チェックシート （第72期）

9 導入修習チェックシートについて

10導入修習チェックシートの活用について

11 修習結果簿（72期第1クール:民事裁判修習)集計結果

12修習結果簿（72期第1クール：刑事裁判修習）集計結果

13修習結果簿（72期第1クール：検察修習）集計結果

14修習結果簿（72期第1クール：弁護修習）集計結果

15選択型実務修習全国プログラム集計（第72期）



③③

（別紙）

第72期修習日程

※なお,A班の選択型実務修習及びB班の集合修習のカリキュラム終了後, 5科目の筆記考試が行われる予定である。

修習区分

A班

修習期間 移動日

B班

修習期間 移動日

導入修習

開始日 30. 12.3(月）

終了日 30. 12.21(金）

実日数 15

30.11.27(火)～

30. 12.2（日）※6日

30. 12.22(士)～

30. 12.28(金)※7日

開始日 30.12.3(月）

終了日 30.12.21(金）

実日数 15

30. 11.27(火)～

30. 12.2(日）※6日

30. 12.22(j=)~

30. 12.28(金)※7日

分
野
別
実
務
修
習

第1クール

第2クール

第3クール

第4クール

開始日

終了日

実日数

開始日

終了日

実日数

開始日

終了日

実日数

開始日

終了日

実日数

31. 1.4(金）

31.2.27(水）

37

31.2.28(木）

31.4.22(月）

37

31.4.23(火）

31.6.19(水）

36

31.6.20(木）

31.8.9(金）

36

開始日

終了日

実日数

開始日

終了日

実日数

開始日

終了日

実日数

開始日

終了日

実日数

31.1.4(金）

31.2.27(水）

37

31.2.28(木）

31.4.22(月）

37

31.4.23(火）

31.6. 19(水）

36

31.6.20(木）

31.8.9(金）

36

選
択
型
実
務
修
習
及
び
集
合
修
習

集合修習
開始日

31.8. 15(木）

終了日 31.9.27(金）

実日数 30

選択型修習
開始日

31.10.2(水）

終了日 31. 11.18(月）

実日数 31

自由研究日 31. 11.19(火）

31.8.10(i)~
31.8. 14(水)※5日

31.9.28(D~

31.10.1(火)※4日

選択型修習
開始日

31.8. 10(b

終了日 31.9.27(金）

実日数 32

集合修習
開始日

31.10.3(木）

終了日 31. 11.18(月）

実日数 30

自由研究日 31.11.19(火）

31.9.28(jz)~

31. 10.2(水)※5日



月
／
日 ｜

2限目
（12:40～14:30）

2限目
(12:40～14:30）

月
／
日

1限目

(9:50～11：40）
2限目

(12:40～14:30）
3限目

(14:45～16:35）
1限目

(9:50～11 ：40）

3限目

(14音45～16:35）
曜 曜

26 月 23 月 秋分の日

27 火 民共演習1 （口頭弁論期日） 刑共演習(証拠開示等） 全共特別講義24 火 検察起案2講評
平成30年度（第72期）司法修習生

検察問題研究
(被害者保護）

水28 刑共演習(争点整理等） 25 水 刑弁起案2繍評

A班集合修習日程予定表 刑共問題研究

（情状･量刑）
29 木 刑共演習(尋問） 刑1, 4聖r2，』』ロ26 木

民共演習4

(判決・講評）
金 民裁起案1購評30 ワ7

二〃 金

９
ノ
２

(注） 本表は予定であって，確定日程ではない。
確定日程は，毎週最終登庁日に配布する。

月 弁共演習(弁讃士倫理） 刑弁起案1鱒評

３ 火 民裁起案2 〈即日）

水4

選択型実務修習

刑飽起写12.1評5 木 検察起案1講評

刑救起案1購岬金 民共演習2(弁論準備手続期日）6

秀0戴囲■研究9 月

検察起案2 （即日）火10 考試

月
／
日

1限目
(9:50～11 ：40）

2限目
(12:40～14:30）

3限目
(14:45～16:35）

曜 水 刑弁起案2 （即日）11 考試

8
／
'

15
民裁粛義木 刑弁問題研究 刑敏起案2（即日）12 木 考試

金 金16 13 考試

1Q
B“ 民戴起案1 〈即日〉 敬老の日月 16 月 考試

民霧演習(争点整理）20 刑弁起案1 （即日） 民共演習3準備火 17 火

'民事共通

・刑事共通

・全科共通

弁護共通

。即日起案

’ ｇ
■
■
●

裁
裁
弁
弁

民
刑
民
刑

民事裁判

刑事裁判

民事弁醗

刑事弁瞳

民共

刑共

全共

弁共.

(即日）

21 水 民共演習1準備 水 民穀演習〈争点整理）18 民共問題研究(和解）

毘倭起案2鱒鮮検察起案1 （即日）
、命

竺と 木 19 木

刑冑起案1 （即日） 20 金 民共演習3(交互尋問）23 金

、

凡例



| ･2ゞ脱:", ’
2限目

(12:40～14:30）

月
／
日

2限目
（12:40～14;30）

2限目

(12:40～14;30）

月
／
日

1限目
(9:50～11 ：40）

3限目

(14:45～16:35）

1限目

(9:50～11 ：40）

3限目

(14:45～16号35）
曜 曜

体育の日月 良種記案2餌評14 11 月

15 火 1句
lL 火 民共演習3(交互尋問）

平成30年度（第72期）司法修習生

16 水 民共演習1（口頭弁論期日） 刑共演習(証拠開示等） 水 全共特別講義1q
I写 検察起案2講評

B班集合修習日程予定表 検察問題研究
(被害者保護）

木 刑共演習(争点整理等） 刑弁起案2講評17 14 木

刑共問題研究

（情状･量刑）
18 金 刑共演習(尋問） 行U敏起家2IR8T金15

(注） 本表は予定であって，確定日程ではない。
確定日程は，毎週最終登庁日に配布する。

民共演習4

(判決・講評）
毘愛起案1鷹胖21 月 18 月

祝日
、ﾊ

ｪｪ 火 自由研究日19 火

｜刑敏問■研究水 検察起案1講評 考試23

民裁起案2 （即日） 考試24 木

金 弁共演習(弁護士倫理） 民共演習2(弁論準備手続期日） 考試25

’ M9R起点1蟻碍刑弁起案1講評 考試28 臆

刑戴起案1” 考試29 火

’

月
／
日

1限目

(9:50～11 ：40）

2限目

(12:40～14:30）

3限目
(14:45～16:35）

水 検察起案2 （即日）曜 30

10
ノ
ノ

ハ

』

民裁購装 刑弁起案2 （即日）刑弁問題研究木 31 木

Ⅲ
。
／
１

刑裁起率2〈即日〉金金4

■
■
’
一
一
■
■
Ｉ

毘拳起案1 〈即日） 文化の日4７ 月 月

検察起案1 （即日） 5 火8 火

民事共通

刑事共通

全科共通

弁瞳共通

・ ・即日起案

凡例

１
１
凸
・
４

－

’
民共・

刑共・

全共・

弁共。

（即日）

裁
裁
弁
弁

民
刑
民
刑

民事裁判

刑事裁判

民事弁瞳

刑事弁瞳

民繁演画(争点整理）水 民共演習3準備民共演習1準備 69 水

良餓演習（争点整理）７ 木刑弁起案1 （即日）10 木

刑飽錘童1 （即日） 金 民共問題研究(和解）8金11

。



⑦

導入修習に関するアンケート集計結果

○第72期の司法修習生に対し,導入修習終了時にアンケート調査を実施した。
司法修習生1481人中1460人が回答(回答率98.58%)

○導入修習を通じて知識｡能力の不足を感じた者と,導入修習中に自学自修に取り組んだ者の割合

図表1－1
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○71期との比較

図表1－2－1（民事系）
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図表1－2－3(共通 ）
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○導入修習を通じて不足していた知識｡能力をどの程度補うことができたか(母数は回答者全員）

図表2－1
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図表2－2－2(刑事系）
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O導入修習を通じて不足していた知識･能力をどの程度補うことができたか(母数は不足を感じたと回答した者）

図表2－3
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図表2－4－2(刑事系）
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○自学自修の内容

図表3=1(各選択肢に1項目
0％ 10％
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○自学自修に取り組まなかった理由
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○導入修習のカリキュラムの中に｢役立たない｣ものがあると答えた者の割合

図表5
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○導入修習の各カリキュラムはどの程度役立つと思うか

図表6－1
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%0%

Ｉ
ｌ
Ｂ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
宮
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
－
０
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ト
ー
Ｍ
ｒ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｆ

一
一
口
一
一

一

１１１

１
６
１
０
，
Ⅱ
－
１
１
１
１
１
１

●
１
１
１
１
Ⅱ
Ｉ
、
‐
Ⅱ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

’
１
１
ｊ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
４
‐
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｌ
ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｌ
，
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

一
一
％

ゞ
２

１
－
酔
丁
一
酔
一
’
一
壁
’

函－

１‐

１
ｌ
１
Ｌ
－
ｌ
－
”
ｉ
ｌ
ｌ

Ｉ

Ｉ

１

１

－１

テ
ー
１
１
－
Ｊ
－
１

％
％
％
％
》

民事第1審手続の概説(講義）

｜
’

民事総合1

■
ｉ
■

民事総合2

’
1

民裁即日起案解説

’ －－－－－…-85.3％‐－－－－－_ _ 11･8%0･8%'47%
’ ｜ ’ ’

一“77

1 1 1 1

－－弓二亜ﾜ田－－－－－ _ is"L""%
’ ｜ ’ ｜ ’ ｜ ’ ｜ ｜ 0316

F-,二二T下唾二, ■■■■ 窓“
■■H■■工“ ■■■■型6％

’！L~|而蒜三一LL,五霊－0聯“－~弓索 － －－－

' ,' @hr-L-' '51" ■顕‘n__6"r~Z－－－－面7且Z二
| : | | | l i l l l l O516

==＝二二二二■■
84．9％L 二二Z三二三認一三を_二二二で ■OE%2.5%

'－－三｜｜,志？ llJ－垣蝉璽継“
L上一L-L弱;蝿 ’ ’ Ⅱ ’血"%齢"
’ ’ ル ’ ｧ癖 ■ ロ■■■■■■寧‘
I __－ ー ′坐･守堅 ：塵￥

|4｣-"i#f"

11.8%0.8%1

| |",

85,3％

’ ｜ ’ ｜ ’

民事事実認定の手法と留意点

ト

I

民弁問題研究1(事案分析）

民弁問題研究3(主張書面）

民弁講義1(立証）

民弁演習(和解条項）

民弁講義2(民事保全･民事執行）

民弁講義3(弁護士倫理･職責等）

刑事問題研究(勾留）

刑事共通演習基礎(公判前整理手続）

刑裁講義(事前課題解説等）

刑裁即日起案｡事前課題の解説
I

検察導入講義

捜査演習

検察即日起案講評十検察官の心構え等

刑弁演習3(量刑事件）

裁判修習に向けて

■役立つ ■少しは役立つ■あまり役立たない■役立たない■無回答

L－ ユ



○71期との比較

図表6－2
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※71期と72期でカリキュラム名称に－部変更があるが,内容的に対応するカリキュラムを比較したもの
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⑧

※経歴は,LS修了(既修)=1,LS修了(未修)=2,LS修了していない=3から選択してください。

導入修習チェックシート （第フ2期）

別に配布する「導入修習チェックシートについて」をよく読んだ上で，

19日（水)_L_B班は12月20B(木Lに提出してください（全員提出)。

必要事項を記入し,△班は12月
※いずれも複数選択石

組 番 修習地 班 経歴※ 氏名

1 民事関係

(1)知識･能力の項目ごとに,以下のA~Cから当てはまるものを選んで, |回答欄に記入してください。
A:課題があると感じた。 B:やや課題があると感じた。 C ●

● 課題があると感じなかった。

ア事実関係に応じてその法的処理にふさわしい法規範を選択・適用できる民事実体法の知識

イ訴訟進行の各段階において，問題状況に応じて適切に選択・適用できる民事訴訟手続の知識

ウ要件事実の考え方

オ事実認定に関する基礎的知識・理解

キ口頭・文章表現能力

工主張分析・法的構成に関する基礎的知識・理解

力事実調査に関する基礎的知識・理解

クその他（ ）

(2)どのような場面･理由で課題があると感じましたか(必要に応じ(1)アークの項目を示して記載してください)。

(3)課題を感じた事項について,実務修習期間中,どのような方法で学修したいと考えていますか(前同)。

2刑喜言関係

(')知識･能力の項目ごとに,前記A~Cから当てはまるものを選んで, |回答掴に記入してください。
ア事実関係に応じてその法的処理にふさわしい法規範を選択・適用できる刑事実体法の知識

イ捜査・公判の各段階において，問題状況に応じて適切に選択・適用できる刑事訴訟手続の知識

ウ主張分析・法的構成に関する基礎的知識・理解

工事実認定に関する基礎的知識・理解

力口頭・文章表現能力

オ事実調査に関する基礎的知識・理解

キその他（ ）

(2)どのような場面･理由で課題があると感じましたか(必要に応じ(1)アーキの項目を示して記載してください)。

(3)課題を感じた事項について,実務修習期間中,どのような方法で学修したいと考えていますか(前同)。



3

民
事
裁
判

(1)以下の各能力について，

同主張分析能力
前記A~Cから当てはまるものを選んで|回答欄|に記入してください。
同事実認定能力 同紛争解決能力

(2)(1)で課題を感じた能力の修得のため,民裁実務修習で重点的に取り組みたい項目を選んでください。

口記録の検討 口期日等の傍聴 口起案 口指導担当者との質疑応答 口判例・文献等の調査

□その他（具体的に記載してください。 ）

(3) (1)で課題を感じた能力の修得のため,実務修習中,どのような自学自修が必要と考えているかを記載してください。

４
刑
事
裁
判

(1)以下の基礎的知識.理解について,前記A~Cから当てはまるものを選ん劃回答樹に記入してください。

日鱸襄鯉|駕麓鯛灘日篁繍調鯉鯉筈贄蕊蕊鱸:鷺‘
(2) (1)で課題を感じた能力の修得のため,刑裁実務修習で重点的に取り組みたいと考えていること(3(2)を参考

に)と,実務修習中，どのような自学自修が必要と考えているかを記載してください。

５
検
察

(1)経験がないという理由以外の理由電,基礎的知識｡能力に課題･不安を感じる項目を選んでください。
ロア捜査の進展に伴う事実認定（動的事実認定） ロイ補充捜査 ロウ取調べ

ロエ終局処分 ロオ公判活動 口力決裁等の口頭報告

(2)(1)で選択した項目について,課題･不安を感じる理由と,実務修習中，どのような方法で学修したいと考えて

いるかを記載してください｡また,実務修習で経験したいことや受けたい指導があれば記載してください。

● ､

６
民
事
弁
護

(1)履修や事前準備を通じて，自分の知識･能力等に課題があると感じたカリキュラムを選んでください。

口問題研究1 （事情聴取・事案分析） 口問題研究2．3 （主張書面）

口立証 口和解条項 口民事保全・民事執行 口弁護士倫理・職責

(2) (1)で選択した各カリキュラムについて,①何について,どのような場面･理由で課題があると感じたか,②①

で記載した各課題について,実務修習中，どのような方法で学修したいと考えているかを記載してください。
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(2) (1)で課題を感じた能力を修得するため,実務修習中,どのような取組が必要と考えているかを記載してください。



⑨

平成30年12月4日

司法研修所事務局

72期司法修習生のみなさんへ

導入修習チェックシートについて

1 本シートの趣旨・目的

導入修習は，現時点でみなさんに不足している実務的基礎知識・能力に気付いても

らい， 円滑に分野別実務修習を行えるようにすることを目的としています。 しかし，

せっかく導入修習で自分の課題に気付いても，実務修習でその課題に取り組まなけれ

ば，みなさんが導入修習を十分に活かすことができたとはいえません。

そこで，本シートは，みなさんが導入修習において自分の知識・能力等に課題があ

ると感じた場合に，その気付きをみなさんに意識してもらい，実務修習期間中の自学

自修や分野別実務修習での指導に活かすことを目的として作成してもらうものです

（現時点で課題があるのは当然のことですし，以上のような趣旨・目的のものですか

ら，成績評価等には関係ありません｡)。

2本シートの利用方法

みなさんから提出された本シートは， 司法研修所から，分野別実務修習の指導担当

者に送付され， クラス担当教官にも交付されます。

必ず，本シートのコピーを作成して実務修習結果簿の所定の場所に綴みなさんは，

り込んで保存し,失くさないようにするとともに,実務修習期間中に随時見直し, 自

学自修や分野別実務修習に活用することを意識してください。また，実務修習の指導

担当者と，本シートを用いて面談を行うなどして，実務修習の目標や取り組み方につ

いて相談することも考えられます。

各クールの終わりには，本シートの記載内容を踏まえて実務修習を振り返り，実務

修習結果簿の該当頁に，取組の成果や自分の課題の状況について記載してください。

3本シートの作成・提出方法

裁判所ウェブサイトを通じて本シートの電子データを配布しますので，導入修習の

カリキュラムごとに， 自らに不足している知識・能力等について感じたことを逐次メ

モするなどした上で，提出前にそれらを整理して本シートを作成し，印刷して，△垂

里修習生はﾕ2H19且一匹Lに，旦垂里僅習生はﾕ_a且_三_2且－1本上に提出してく

ださい（手書きで記載しても構いません)。本シートの趣旨・目的を踏まえ，提出の直

前に慌てて思い出しながら作成するようなことのないように注意してください。

印刷は，必ずA4用紙1枚に「両面印刷 したものとし，用紙が2枚以上にわたる

1



ことのないようにしてください。

4 その他の注意点

(1) 「経歴」欄は，法科大学院(LS)修了（既修=1,未修=2), LSを修了して

いない＝3の該当するものから選んで記入してください。

法科大学院修了者は，予備試験合格資格で司法試験を受験した場合でも, LS修

了を選んでください。

(2) 各項目の自由記載欄は，指示に従ってなるべく具体的に記載するようにしてくだ

さい。実務修習中の取組や自学自修について記載する際に，学修に当たって悩んで

いること，分からないことなどについて記載しても差し支えありません。

みなさんが,実務修習を有意義なものとし,大きく成長されることを期待しています。

以上

2



⑩

平成30年12月18日

司法研修所事務局

司法修習生指導担当者各位

導入修習チェックシートの活用について

1 本シートの趣旨・目的

導入修習は,司法修習生に現時点で不足している実務的基礎知識･能力に気付かせ，

円滑に分野別実務修習を行えるようにすることを目的としています。本シートは，そ

の目的を十分に達成するため， 司法修習生が導入修習において知識・能力等に課題が

あると感じた場合に，その気付きを司法修習生に自覚させ，実務修習中の自学自修に

結び付けるとともに， これを実務修習の指導担当者と共有し，実務修習での指導に活

用していただくために作成させるものです。

また，本シートの活用の一助として，導入修習における指導内容をまとめた「72

期導入修習カリキュラムの概要」を平成31年1月中には各配属庁会に送付いたしま

すので，併せて御参照ください。

2本シートの共有の範囲について

(1) 本シートは，配属庁会を通じて，指導担当者に配布されます｡･その際，原則とし

て，各指導担当者が実際に指導を担当する司法修習生のシートのみを提供すること

としておりますが，活用のため，以下の点に御留意ください。

(2) 実際に指導に当たられる方が複数である場合,指導担当者間で共有してください。

例えば，地方裁判所では，配属先（部）で指導に当たる裁判官全員が， 当該司法修

習生のシートを閲覧できるようにしてください（適宜写しを作成していただいて差

し支えありません｡)。

(3) 分野別実務修習の全体的な方針を検討する必要がある場合に，担当者が共有する

こと等は差し支えありません。例えば，弁護士会の司法修習委員会の委員間で共有

していただくことが考えられます。

3本シートの活用方法

本シートの活用方法としては，指導担当者におかれて，指導を担当する司法修習生

との面談の材料として用いることなどが考えられます。具体的な活用方法は，各修習

地・各指導担当者の実情に応じ，工夫していただくことが望ましいと考えております

が，御参考までに，活用例を以下にいくつか紹介します（全てを実施することを求め

るものではありません｡)。

・ 実務修習のクール開始時の面談の材料とし， どのような修習を行わせるか， どの

1



ようなポイントを重点的に指導するかを定める参考とする。

ある程度実務修習が進んだ段階で面談の材料とし，導入修習時に感じた課題に対

する取組状況や，その後新たに気付いた課題がないか等を確認する。また， 司法修

習生の自己認識と指導担当者の客観的な評価を比較し，ずれがあればその原因につ

いて議論する等して，その後の実務修習のモチベーションを喚起したり，意識的に

自己分析させ，取り組むべき課題を明確化したりして，実務修習の効果を高める。

実務修習の終盤に面談の材料とし， 当該クールでの取組を振り返らせ，成果を確

認したり， ．なお残る課題について自覚させてその後の自学自修を促したりする。

なお，本シートは，その性質上，司法修習生の自己認識を記載したものであり，記

載できる分量にも限りがあり，司法修習生の記載ぶりの個人差もありますので，本シ

ートのみから得られる情報には限界があります。それを前提にしつつも，前記1で記

載した目的の達成のため，有効に御活用いただきますようお願いいたします。

4 司法修習生への周知について

司法修習生には，別紙平成30年12月4日付け「導入修習チェックシートについ

て」を配布し，本シートの趣旨について周知しておりますので，御参考として添付い,

たします。

以上

2



⑪

【比較版(71期,72期）修習結果簿(民事裁判修習:第1クール)集計結果】

国

起案総数 平均71期＝5．7件

72期＝5．5件
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０
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０
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０
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０
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／
／
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件
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以
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7
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Ｆ
１

5

件

6

件
０
件

2

件

1

件

－72期(割合）－71期(割合）

国

事実認定起案 平均71期＝3．6件

72期＝3．4件(％）
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/、
30％

25％

20％
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６
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０
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件

－71期(割合） －72期(割合）
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…

法廷傍聴等 件
件
５
２

７
６

１
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期
期
１
２
７
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妬
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件
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件

19

件

加
件
型
件
以
上

－71期(割合） －72期(割合）

画

【71期】 【72期】

保全事件 保全事件

■具体的事件の修習

■講義形式のみの修習

■修習の経験なし

■具体的事件の修習

■講義形式のみの修習

■修習の経験なし

2
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国

【71期】 【72期】

執行事件

■具体的事件の修習

■講義形式のみの修習

■修習の経験なし

■具体的事件の修習

■講義形式のみの修習

■修習の経験なし

国

【71期】 【72期】

口 破産事件 破産事件

’

’
■具体的事件の修習

■講義形式のみの修習

■修習の経験なし

■具体的事件の修習

■講義形式のみの修習

■修習の経験なしI

3



⑫

【比較版(71期,72期）修習結果簿(刑事裁判修習:第1クール)集計結果】

起案総数 件
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事実認定起案 平均71期＝3．2件

72期＝3．3件(％）
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4件0件 1件



|｜ ゲﾗﾌ3 1

問題点を検討した手続傍聴 件
件
７
３
３
３

１
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期
期
１
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７
７
均平

(％）
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０
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件 件 件 件

－71期(割合）

１
生
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１
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、
４
１

12 13 14 15

件 件 件 件

－72期(割合）

16

件

〃
・
件

旭
件

19

件
泌
件

21

件～

'一＝’

【71期】 【72期】

令状事務の経験割合 令状事務の経験割合I

1

1
1

●
0％

■経験あり

■経験なし

■経験あり

■経験なし

－

【71期I 【72期】

模擬裁判の経験割合模擬裁判の経験割合

0％0％

’ 鰹経験あり

■経験なし

ロ経験あり

■経験なし100％



⑬

【比較版(71期,72期）修習結果簿(検察修習:第1クール)集計結果】

|「ﾗﾗ1コl捜査実務修習(身柄･在宅事件の経験割合）

【71期】 【72期】

画身柄･在宅事件ともに

経験あり

F身柄事件のみ経験あ
り

草在宅事件のみ経験あ

り

■身柄･在宅事件ともに

経験なし

■身柄･在宅事件ともに

経験あり

身柄事件のみ経験あり

在宅事件のみ経験あり

■身柄･在宅事件ともに

経験なし

－

捜査実務修習件数分布

（身柄･在宅事件）

平均71期=6.0件

72期＝5．5件
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以
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1
-72期(割合）－71期(割合）



』

捜査実務修習(身柄事件,経験事件数分布） 平均71期=2,0件

72期＝1．7件
(％）
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八
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捜査実務修習(在宅事件,経験事件数分布） 平均71期=4.0件

72期＝3．8件(％）
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11 ﾗﾌ4 1i公判実務修習の経験

【72期】【71期】

『

■経験あり

■経験なし

■経験あり

画経験なし

|｢-ワラフ5 1 1

公判実務修習(経験件数分布） 平均71期＝3，3件

72期＝3．3件
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一四判実務修習(起案の経験）

【71期】 172期I
馬

■経験あり

■経験なし

■経験あり

■経験なし

四

(%）
公判実務修習(起案件数分布） 平均71期＝2

72期＝1

7件

7件

45%

40%

35％

30％

25％

20％

15％

10％

5％

0％

０
件

2

件

1

件

ヨ

件
４
件

5

件

６
件

7

件

８
件

９
件
以
上

－71期(割合） －72期(割合）



⑭

【比較版(71期,72期）修習結果簿(弁護修習:第1クール)集計結果】

|｜グラフ1-1 1

法律相談 平均71期＝7．9件

72期＝7．3件殉
郵
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※法律相談(弁護士会自治体及び事務所等におけるもの)，交渉,受任等の立会傍聴

| | ゲﾗﾌ1画1
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起案(訴訟｡調停等） 件
件
９
１

５
６

期
期
１
２
７
７

均平

(％）

50%『－
打P向，l
45％

40％

35％

30％

25％

20％

15％

10％

5％

0％

八／
/、／

I

’
手 幸 一 一三8

０
件

ユ

件

3

件

5

件

４
件

６
件

7

件

８
件

9

件

加
件

ｎ
件
以
上

件

－71期(割合） －72期(割合）

※訴訟,調停[民事･家事]'ADR等の訴状,申立害,準備書面,内容証明等の起案

|｜グラフ2二豆－1

起案(尋問事項書等）
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※尋問事項書･陳述書等の起案



ilヮﾗﾌ3-1pi
.

’弁論等傍聴 件
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※口頭弁論‘弁論準備,和解,調停,審判,審尋裁判官面接等

尋問の傍聴 件
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一一司塁.執行の経験有無

【71期】 【72期】

口経験あり唾経験あり

康経験なし ■経験なし

’
1



lクﾗﾌ昌一I刑事弁護経験(被疑者･被告人弁護)の有無

【71期】 【72期】

0％ ％

ロ両方あり

口被疑者弁護のみ

i｡被告人弁證のみ

猛両方なし

国両方あり

ロ被疑者弁護のみ

q被告人弁護のみ

■両方なし

；
1
9

|｜ グラフ6 11否認事件の経験の有無

171期】 【72期】

I

｜
’

亜経験あり

圏経験なし

画経験あり

函経験なし

|「グラフ7 」|刑事起案経験(被疑者･被告人弁護)の有無

【71期I 【72期】

I
ロ両方あり

口被疑者弁護のみ

口被告人弁護のみ

■両方なし

■両方あり

口被疑者弁護のみ

画被告人弁護のみ

■両方なしI

’



計 期口 計 期口

弓28日’一十［

⑤

庁会 実施庁会 プログラム名 プログラム数 募集人数 応募人数

裁判所

東京地裁

大阪地裁

知財

知財

4

4

80

32

62

32

検察庁 法務省 法務行政 2 70 151

弁護士会

東京三会

大阪

大規模事務所

渉外

知財

企業法務

渉外

知財

7

1

2

2

20

6

20

1

4

2

31

7

14

0

4

4

23

5

法テラス 66 106 121

公設事務所等 9 9 38

衆議院 1 4 17

参議院 2 2 14

外務省 1 1 12

中労委 2 8 21

地方自治体 5 5 30

児童相談所 4 4 33

UNHCR 2 2 6

IOM 1 1 4

JICA 2 4 11

ILO 2 2 7

日弁連国際室 2 2 9

福祉機関 9 11 31

民間企業 16 23 235

計 172 431 884

庁会 実施庁会 プログラム名 プログラム数 募集人数 応募人数

裁判所

最高裁

東京地裁

大阪地裁

裁判部

知財

知財

2

4

4

20

80

32

32

79

32

検察庁 法務省 法務行政 2 70 116

弁護士会

一
云
一
一
一

一
泉東

大阪

大規模事務所

知財

企業法務

渉外

知財

7

2

4

21

7

16

4

4

32

9

24

4

8

44

8

法テラス 75 110 223

公設事務所等 9 9 35

衆議院 1 4 22

参議院 2 2 21

中労委 2 8 21

地方自治体 8 9 47

児童相談所 4 4 38

UNHCR 2 2 5

IOM 1 1 6

JICA 2 4 14

ILO 2 、 3 6

日弁連国際室 2 2 10

福祉機関 9 11 38

民間企業 14 23 189

計 186 459 1022


